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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　携帯端末と、映像端末と、サーバと、を備えるコンテンツ配信システムであって、
　前記携帯端末は、
　ネットワークを介した通信を行うネットワーク通信手段と、
　情報を送信する送信手段と、
　配信を受けることのできるコンテンツを識別するコンテンツ識別情報と、前記携帯端末
を識別する携帯端末識別情報とを含む再生権情報を記憶する再生権端末側記憶手段と、
　前記送信手段を介して、前記再生権情報を送信する処理を行う再生権処理手段と、を備
え、
　前記映像端末は、
　前記ネットワークを介した通信を行うネットワーク通信手段と、
　情報を受信する受信手段と、
　前記受信手段を介して、前記携帯端末から前記再生権情報を取得する処理、並びに、前
記再生権情報及び前記映像端末を識別する映像端末識別情報を含む映像端末再生権情報を
生成する処理、を行う映像端末再生権処理手段と、
　前記映像端末再生権情報を記憶する映像端末再生権記憶手段と、
　前記映像端末のネットワーク通信手段を介して、前記映像端末再生権情報を前記サーバ
に送信する処理を行う映像端末再生権通知手段と、
　前記映像端末のネットワーク通信手段を介して、前記映像端末再生権情報に含まれる再
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生権情報で配信を受けることのできるコンテンツを取得して、当該コンテンツを再生する
処理を制御する再生制御手段と、
　前記コンテンツの再生位置を示す継続再生位置情報を含む再生状況情報を、前記コンテ
ンツの再生が開始されたとき、及び、前記コンテンツの再生が停止されたときに生成する
処理、及び、前記映像端末のネットワーク通信手段を介して、前記サーバに前記再生状況
情報を送信する処理、を行う再生状況通知手段と、を備え、
　前記サーバは、
　前記ネットワークを介した通信を行うネットワーク通信手段と、
　使用中の再生権情報と、当該再生権情報を使用している端末と、を管理する管理情報を
記憶する管理情報記憶手段と、
　前記サーバのネットワーク通信手段を介して、前記映像端末から前記映像端末再生権情
報を取得する処理、及び、前記映像端末再生権情報を認証する処理、を行う認証手段と、
　前記サーバのネットワーク通信手段を介して、前記認証手段で認証が成功した映像端末
再生権情報に含まれる再生権情報で配信することのできるコンテンツを、前記映像端末に
配信する処理を行うコンテンツ配信手段と、
　前記サーバのネットワーク通信手段を介して、前記映像端末から前記再生状況情報を取
得する処理を行う再生状況管理手段と、
　前記再生状況管理手段が取得した再生状況情報を記憶する再生状況記憶手段と、を備え
、
　前記映像端末において、再生の停止されたコンテンツの再生を再開する場合には、前記
映像端末再生権通知手段は、前記映像端末再生権記憶手段から前記再生の停止されたコン
テンツの配信を受けることができる映像端末再生権情報を読み出し、前記映像端末のネッ
トワーク通信手段を介して、前記読み出した映像端末再生権情報を前記サーバに送信する
処理を行い、
　前記認証手段は、前記管理情報に基づいて、前記映像端末から送信された映像端末再生
権情報に含まれている再生権情報が、他の端末で使用されていない場合には、認証を成功
と判断し、
　前記コンテンツ配信手段は、前記認証手段で認証が成功したときに、前記再生状況記憶
手段に記憶されている前記再生状況情報に含まれている継続再生位置情報で示される再生
位置から、前記再生の停止されたコンテンツを前記映像端末に配信する処理を行うこと
　を特徴とするコンテンツ配信システム。
【請求項２】
　前記再生状況通知手段は、予め定められた時間が経過する毎に、前記再生状況情報を生
成し、送信する処理を行うこと
　を特徴とする請求項１に記載のコンテンツ配信システム。
【請求項３】
　前記再生状況管理手段が、所定の期間、前記映像端末から前記再生状況情報を取得しな
い場合には、前記コンテンツ配信手段は、前記再生状況情報を取得することのできない映
像端末へのコンテンツの配信を停止すること
　を特徴とする請求項２に記載のコンテンツ配信システム。
【請求項４】
　前記再生状況通知手段は、前記コンテンツの再生が行われている間に、前記再生状況情
報を生成し、送信する処理を行うこと
　を特徴とする請求項２又は３に記載のコンテンツ配信システム。
【請求項５】
　前記サーバは、前記サーバのネットワーク通信手段を介して、前記映像端末に対してメ
ッセージを通知する処理を行うメッセージサーバ側処理手段をさらに備えること
　を特徴とする請求項１から４の何れか一項に記載のコンテンツ配信システム。
【請求項６】
　前記メッセージサーバ側処理手段は、前記コンテンツ配信手段が、前記コンテンツの配
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信を停止した際に、前記映像端末に対し、コンテンツの配信を停止したことを示すメッセ
ージを通知する処理を行うこと
　を特徴とする請求項５に記載のコンテンツ配信システム。
【請求項７】
　前記メッセージサーバ側処理手段は、前記映像端末に対し、前記認証手段の認証結果を
示すメッセージを通知する処理を行うこと
　を特徴とする請求項５又は６に記載のコンテンツ配信システム。
【請求項８】
　前記メッセージサーバ側処理手段は、前記認証手段が、前記映像端末再生権情報の認証
を行った際に、認証が成功した映像端末再生権情報に対応する再生状況情報が前記再生状
況記憶手段に記憶されている場合には、前記映像端末に対し、当該再生状況情報に含まれ
ている継続再生位置情報を示すメッセージを通知する処理を行うこと
　を特徴とする請求項５から７の何れか一項に記載のコンテンツ配信システム。
【請求項９】
　前記映像端末は、前記ネットワーク通信手段を介して、前記サーバから通知されるメッ
セージを取得するメッセージ端末側処理手段をさらに備えること
　を特徴とする請求項５から８の何れか一項に記載のコンテンツ配信システム。
【請求項１０】
　前記映像端末は、
　操作の入力を受け付ける入力手段と、
　画像の表示を行う表示手段と、
　前記映像端末のネットワーク通信手段を介して、前記サーバから通知されるメッセージ
を取得するメッセージ端末側処理手段とをさらに備え、
　前記メッセージ端末側処理手段は、前記サーバから前記継続再生位置情報を示すメッセ
ージを取得した場合には、前記継続再生位置情報で示される再生位置からコンテンツの再
生を再開するか否かの選択を受け付けるための継続再生選択画面を前記表示手段に表示さ
せる処理を行い、
　前記継続再生選択画面を介して、前記継続再生位置情報で示される再生位置からコンテ
ンツの再生を再開する選択の入力を前記入力手段が受け付けると、前記再生制御手段は、
前記映像端末のネットワーク通信手段を介して、コンテンツを再生する位置として継続再
生位置情報の再生位置を示すメッセージを前記サーバに送信し、前記継続再生位置情報が
示す再生位置から前記コンテンツの再生を開始すること
　を特徴とする請求項８に記載のコンテンツ配信システム。
【請求項１１】
　前記再生状況管理手段は、前記コンテンツの配信を停止した際の配信停止時刻を、前記
再生状況記憶手段に記憶させること
　を特徴とする請求項１から１０の何れか一項に記載のコンテンツ配信システム。
【請求項１２】
　前記コンテンツ配信手段は、再生の停止されたコンテンツの配信を再開する時刻が、前
記配信停止時刻から予め定められた期間内であれば、前記再生状況記憶手段に記憶されて
いる前記再生状況情報に含まれている継続再生位置情報で示される再生位置から、前記配
信が停止されたコンテンツを前記映像端末に配信する処理を行うこと
　を特徴とする請求項１１に記載のコンテンツ配信システム。
【請求項１３】
　前記再生権処理手段は、前記携帯端末のネットワーク通信手段を介して、前記サーバか
ら前記再生権情報を取得する処理をさらに行うこと、
　を特徴とする請求項１から１２の何れか一項に記載のコンテンツ配信システム。
【請求項１４】
　前記再生権処理手段は、前記携帯端末のネットワーク通信手段を介して、前記携帯端末
自身を識別するための携帯端末識別情報を含むコンテンツ購入要求を前記サーバに送信す
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る処理を行い、
　前記サーバは、
　前記サーバのネットワーク通信手段を介して、前記コンテンツ購入要求を取得する処理
、前記コンテンツ購入要求に応じて、前記携帯端末識別情報と、購入されたコンテンツの
コンテンツ識別情報とを含む再生権情報を生成する処理、及び、前記サーバのネットワー
ク通信手段を介して、前記再生権情報を前記携帯端末に送信する処理、を行う再生権管理
手段と、
　前記再生権管理手段が生成した再生権情報を記憶する再生権サーバ側記憶手段と、をさ
らに備え、
　前記認証手段は、前記映像端末再生権情報に含まれる再生権情報の携帯端末識別情報及
びコンテンツ識別情報をともに有する再生権情報が、前記再生権サーバ側記憶手段に記憶
されていない場合には、前記映像端末再生権情報の認証を失敗と判断すること
　を特徴とする請求項１３に記載のコンテンツ配信システム。
【請求項１５】
　前記認証手段は、前記管理情報を参照して、前記映像端末再生権情報に含まれている再
生権情報が、前記映像端末再生権情報に含まれている映像端末識別情報で識別される映像
端末とは異なる映像端末で使用されている場合には、前記映像端末再生権情報の認証を失
敗と判断すること
　を特徴とする請求項１３又は１４に記載のコンテンツ配信システム。
【請求項１６】
　前記携帯端末は、前記携帯端末のネットワーク通信手段を介して、自端末から前記映像
端末に送信した再生権情報で配信を受けることができるコンテンツの再生状況を示す再生
状況リストを、前記サーバから取得する処理を行う再生状況リスト処理手段をさらに備え
ること
　を特徴とする請求項１から１５の何れか一項に記載のコンテンツ配信システム。
【請求項１７】
　前記携帯端末は、
　操作の入力を受け付ける入力手段と、
　前記再生状況リストに基づいて、再生中のコンテンツの配信を停止する指示の入力を前
記携帯端末の入力手段が受け付けると、前記携帯端末のネットワーク通信手段を介して、
当該コンテンツの配信を停止するコンテンツ配信停止指示を前記サーバに送信する処理を
行う停止指示通知手段と、をさらに備えること
　を特徴とする請求項１６に記載のコンテンツ配信システム。
【請求項１８】
　サーバからコンテンツの配信を受けることができる再生権を示す再生権情報を記憶する
携帯端末と、
　前記携帯端末から前記再生権情報を取得して、当該再生権情報及び自装置を識別する映
像端末識別情報を含む映像端末再生権情報を生成し、当該映像端末再生権情報を記録し、
当該映像端末再生権情報を前記サーバに送信して、当該映像端末再生権情報に基づいて前
記サーバからコンテンツの配信を受けて、当該コンテンツの再生を行い、当該コンテンツ
の再生を停止した後に当該コンテンツの再生を再開する場合には、記憶されている前記映
像端末再生権情報を前記サーバに送信する映像端末と、を備えるコンテンツ配信システム
で使用される前記サーバであって、
　ネットワークを介した通信を行うネットワーク通信手段と、
　使用中の再生権情報と、当該再生権情報を使用している端末と、を管理する管理情報を
記憶する管理情報記憶手段と、
　前記ネットワーク通信手段を介して、前記映像端末より前記映像端末再生権情報を取得
する処理、及び、前記映像端末再生権情報を認証する処理、を行う認証手段と、
　前記認証手段で認証が成功した映像端末再生権情報に含まれる再生権情報で配信するこ
とのできるコンテンツを、前記映像端末に配信する処理を行うコンテンツ配信手段と、
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　前記ネットワーク通信手段を介して、前記映像端末から、前記コンテンツの再生位置を
示す継続再生位置情報を含む再生状況情報を取得する処理を行う再生状況管理手段と、
　前記再生状況管理手段が取得した再生状況情報を記憶する再生状況記憶手段と、を備え
、
　前記映像端末において、再生の停止されたコンテンツの再生を再開する場合には、前記
映像端末は、前記再生の停止されたコンテンツの配信を受けることができる映像端末再生
権情報を読み出し、前記読み出した映像端末再生権情報を前記サーバに送信する処理を行
い、
　前記認証手段は、前記管理情報に基づいて、前記映像端末から送信された映像端末再生
権情報に含まれている再生権情報が、他の端末で使用されていない場合には、認証を成功
と判断し、
　前記コンテンツ配信手段は、前記認証手段で認証が成功したときに、前記再生状況記憶
手段に記憶されている前記再生状況情報に含まれている継続再生位置情報で示される再生
位置から、前記再生の停止されたコンテンツを前記映像端末に配信する処理を行うこと
　を特徴とするサーバ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、コンテンツの配信を行うコンテンツ配信システム、このコンテンツ配信シス
テムで使用される携帯端末、映像端末及びサーバに関する。
【背景技術】
【０００２】
　インターネットの普及に伴い、ネットワーク経由で、コンテンツの購入、及びチケット
の予約等、様々なサービスを受けることができるようになっている。これらのサービスは
、パソコンだけではなく情報家電機器においても享受することができるようになってきて
いる。例えば、携帯電話等の携帯機器で、音楽及び動画等のコンテンツを購入すること、
デジタルテレビやブルーレイディスクレコーダー等のデジタルＡＶ機器で、映像配信サー
ビスを受けること等が、行われている。
【０００３】
　例えば、特許文献１に記載のコンテンツ再生システムでは、携帯再生装置と、再生装置
とが近距離通信を行うように構成されており、携帯再生装置でコンテンツの再生権を購入
することにより取得した権利状況データを、携帯再生装置から再生装置に近距離通信によ
り送信する。そして、このような権利状況データを受信した再生装置は、このような権利
状況データに基づいて、ネットワークを経由してコンテンツを受信し、受信したコンテン
ツの再生を行う。即ち、特許文献１に記載のコンテンツ再生システムは、権利状況データ
を携帯再生装置から再生装置に与えることで、携帯再生装置の再生権を再生装置に与える
ことができ、この再生権に基づいて再生装置でコンテンツの配信を受け、コンテンツの再
生を行うことができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００７－２７９９６３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　特許文献１に記載されたコンテンツ再生システムでは、コンテンツを再生する際に、権
利状況データを必ず携帯再生装置から再生装置に送信しなければならず、例えば、ネット
ワークの通信状況等の悪化により、ネットワークが一時的に切断されてコンテンツの配信
及び再生が停止された後に、このコンテンツの再生を再開する場合等でも、再度、携帯再
生装置に格納されている権利状況データを、近距離通信によって再生装置に送信する必要
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があり、ユーザにとって非常に手間が掛かるという問題があった。
【０００６】
　そこで、本発明は、携帯端末で取得した再生権を映像端末で使用して、コンテンツの配
信及び再生を行う場合に、配信及び再生が停止されたコンテンツの配信及び再生を容易に
再開することができるようにすることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明は、
　携帯端末と、映像端末と、サーバと、を備えるコンテンツ配信システムであって、
　前記携帯端末は、
　ネットワークを介した通信を行うネットワーク通信手段と、
　情報を送信する送信手段と、
　配信を受けることのできるコンテンツを識別するコンテンツ識別情報と、前記携帯端末
を識別することのできる携帯端末識別情報とを含む再生権情報を記憶する再生権端末側記
憶手段と、
　前記送信手段を介して、前記再生権情報を送信する処理を行う再生権処理手段と、を備
え、
　前記映像端末は、
　前記ネットワークを介した通信を行うネットワーク通信手段と、
　情報を受信する受信手段と、
　前記受信手段を介して、前記携帯端末から前記再生権情報を取得する処理、並びに、前
記再生権情報及び前記映像端末を識別する映像端末識別情報を含む映像端末再生権情報を
生成する処理、を行う映像端末再生権処理手段と、
　前記映像端末再生権情報を記憶する映像端末再生権記憶手段と、
　前記映像端末のネットワーク通信手段を介して、前記映像端末再生権情報を前記サーバ
に送信する処理を行う映像端末再生権通知手段と、
　前記映像端末のネットワーク通信手段を介して、前記映像端末再生権情報に含まれる再
生権情報で配信を受けることのできるコンテンツを取得して、当該コンテンツを再生する
処理を制御する再生制御手段と、
　前記コンテンツの再生位置を示す継続再生位置情報を含む再生状況情報を、前記コンテ
ンツの再生が開始されたとき、及び、前記コンテンツの再生が停止されたときに生成する
処理、及び、前記映像端末のネットワーク通信手段を介して、前記サーバに前記再生状況
情報を送信する処理、を行う再生状況通知手段と、を備え、
　前記サーバは、
　前記ネットワークを介した通信を行うネットワーク通信手段と、
　使用中の再生権情報と、当該再生権情報を使用している端末と、を管理する管理情報を
記憶する管理情報記憶手段と、
　前記サーバのネットワーク通信手段を介して、前記映像端末から前記映像端末再生権情
報を取得する処理、及び、前記映像端末再生権情報を認証する処理、を行う認証手段と、
　前記サーバのネットワーク通信手段を介して、前記認証手段で認証が成功した映像端末
再生権情報に含まれる再生権情報で配信することのできるコンテンツを、前記映像端末に
配信する処理を行うコンテンツ配信手段と、
　前記サーバのネットワーク通信手段を介して、前記映像端末から前記再生状況情報を取
得する処理を行う再生状況管理手段と、
　前記再生状況管理手段が取得した再生状況情報を記憶する再生状況記憶手段と、を備え
、
　前記映像端末において、再生の停止されたコンテンツの再生を再開する場合には、前記
映像端末再生権通知手段は、前記映像端末再生権記憶手段から前記再生の停止されたコン
テンツの配信を受けることができる映像端末再生権情報を読み出し、前記映像端末のネッ
トワーク通信手段を介して、前記読み出した映像端末再生権情報を前記サーバに送信する
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処理を行い、
　前記認証手段は、前記管理情報に基づいて、前記映像端末から送信された映像端末再生
権情報に含まれている再生権情報が、他の端末で使用されていない場合には、認証を成功
と判断し、
　前記コンテンツ配信手段は、前記認証手段で認証が成功したときに、前記再生状況記憶
手段に記憶されている前記再生状況情報に含まれている継続再生位置情報で示される再生
位置から、前記再生の停止されたコンテンツを前記映像端末に配信する処理を行うこと
　を特徴とする。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明によれば、携帯端末で取得した再生権を映像端末で使用して、コンテンツの配信
及び再生を行う場合に、配信及び再生が停止されたコンテンツの配信及び再生を容易に再
開することができる。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】実施の形態１に係るコンテンツ配信システムの構成を示す概略図である。
【図２】実施の形態１に係る映像端末の構成を概略的に示す機能ブロック図である。
【図３】実施の形態１において、赤外線の受光部のサブキャリア周波数の特性の一例を示
す図である。
【図４】実施の形態１におけるコンテンツ配信システムで使用される通信パケットを示す
概略図である。
【図５】実施の形態１における映像端末再生権情報通知の通信パケットを示す概略図であ
る。
【図６】実施の形態１におけるメッセージ通知の通信パケットを示す概略図である。
【図７】実施の形態１における再生状況情報通知の通信パケットを示す概略図である。
【図８】実施の形態１に係る携帯端末の構成を概略的に示す機能ブロック図である。
【図９】実施の形態１に係るサーバの構成を概略的に示す機能ブロック図である。
【図１０】実施の形態１におけるコンテンツ配信システムでの処理を示すシーケンス図で
ある。
【図１１】実施の形態１における継続再生選択画面を示す概略図である。
【図１２】実施の形態１におけるサーバの認証手段が行う認証処理を示すフローチャート
である。
【図１３】実施の形態１における認証失敗画面を示す概略図である。
【図１４】実施の形態１におけるサーバの認証手段が行う認証処理の変形例を示すフロー
チャートである。
【図１５】実施の形態２に係る映像端末の構成を概略的に示す機能ブロック図である。
【図１６】実施の形態２に係るサーバの構成を概略的に示す機能ブロック図である。
【図１７】実施の形態２において、サーバの再生状況管理手段が、再生状況の通知を受け
たか否かを確認する処理を示すフローチャートである。
【図１８】実施の形態３に係る携帯端末の構成を概略的に示す機能ブロック図である。
【図１９】実施の形態３におけるコンテンツ配信停止指示通知の通信パケットを示す概略
図である。
【図２０】実施の形態３に係るサーバの構成を概略的に示す機能ブロック図である。
【図２１】実施の形態３における再生状況リスト通知の通信パケットを示す概略図である
。
【図２２】実施の形態３における携帯端末のコンテンツ配信停止処理を示すフローチャー
トである。
【図２３】実施の形態３における携帯端末から再生状況リスト取得要求を受信した際のサ
ーバでの応答処理を示すフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
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【００１０】
実施の形態１．
　図１は、実施の形態１に係るコンテンツ配信システム１００の構成を示す概略図である
。コンテンツ配信システム１００は、映像端末１１０と、携帯端末１３０と、サーバ１５
０とを備え、これらは、それぞれネットワーク１７０に接続されている。ネットワーク１
７０は、例えば、インターネット等の広域通信網である。本実施の形態においては、映像
端末１１０、携帯端末１３０及びサーバ１５０は、同じネットワーク１７０に接続されて
いるが、映像端末１１０とサーバ１５０とが接続されているネットワークと、携帯端末１
３０とサーバ１５０とが接続されているネットワークとは、異なるネットワークであって
もよい。
【００１１】
　図２は、映像端末１１０の構成を概略的に示す機能ブロック図である。映像端末１１０
は、ネットワーク通信手段１１１と、受信手段１１２と、入力手段１１３と、表示手段１
１４と、映像端末識別情報記憶手段１１５と、映像端末再生権処理手段１１６と、映像端
末再生権記憶手段１１７と、映像端末再生権通知手段１１８と、再生制御手段１１９と、
再生状況通知手段１２０と、メッセージ端末側処理手段１２１とを備える。
【００１２】
　ネットワーク通信手段１１１は、ネットワーク１７０を介した通信を行う。
　受信手段１１２は、携帯端末１３０から送信された情報を受信する。例えば、受信手段
１１２は、赤外線通信、又は非接触ＩＣ等の近距離無線通信等を用いて、情報を受信する
。
【００１３】
　図３は、例えば、受信手段１１２として用いられる赤外線の受光部のサブキャリア周波
数の特性の一例を示す図である。赤外線の受光部のサブキャリア周波数特性は、特定の周
波数を中心とした正規分布で表わされ、図３の例では３５．０ｋＨｚが中心である。赤外
線の発光部のサブキャリア周波数が、中心の３５．０ｋＨｚからずれていくと、発光部が
送信した信号を受光部側で正常な信号として受信することができなくなる。例えば、図３
の例では、発光部のサブキャリア周波数が、３０．０ｋＨｚよりも低く、又は４０．０ｋ
Ｈｚよりも高い場合に、受光部が正常な信号として受信できなくなる。従って、発光部と
受光部とで、サブキャリア周波数がある一定範囲内となるようにしておく必要がある。
　例えば、映像端末１１０の受信手段１１２として赤外線の受光部が用いられ、後述する
携帯端末１３０の送信手段１３２として赤外線の発光部が用いられた場合には、発光部か
ら送信する赤外線のサブキャリア周波数を調整することができるようにすることで、ユー
ザが、映像端末１１０の受光部に合わせて、サブキャリア周波数を設定し、又は複数のサ
ブキャリア周波数から選択して、赤外線による情報の送受信を正常に行うことができるよ
うになる。
【００１４】
　入力手段１１３は、ユーザが映像端末１１０を操作する際に、ユーザよりコマンド等の
入力を受け付ける。入力手段１１３は、例えば、リモコン、キーボード又はマウス等の入
力デバイスにより実現することができる。
　表示手段１１４は、画像を表示する。例えば、表示手段１１４は、ディスプレイ等の表
示デバイスにより実現することができる。
【００１５】
　映像端末識別情報記憶手段１１５は、映像端末１１０自身を一意に識別するための識別
情報である映像端末識別情報（映像端末ＩＤ）を記憶する。
【００１６】
　映像端末再生権処理手段１１６は、携帯端末１３０よりコンテンツの再生権を取得して
、映像端末１１０が使用する映像端末再生権とする。例えば、映像端末再生権処理手段１
１６は、受信手段１１２を介して、携帯端末１３０よりコンテンツの再生権を示す再生権
情報を取得する。また、映像端末再生権処理手段１１６は、取得した再生権情報に、映像
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端末識別情報記憶手段１１５に記憶されている端末識別情報を追加することにより、映像
端末１１０が使用する映像端末再生権を示す映像端末再生権情報を生成し、この映像端末
再生権情報を映像端末再生権記憶手段１１７に記憶させる。
　例えば、再生権情報は、携帯端末１３０を一意に識別するための識別情報である携帯端
末識別情報（携帯端末ＩＤ）と、コンテンツを一意に識別するための識別情報であるコン
テンツ識別情報（コンテンツＩＤ）と、サーバ１５０を一意に識別するための識別情報で
あるサーバ識別情報（サーバＩＤ）と、コンテンツを利用する際の利用条件を示すコンテ
ンツ利用条件とを含む。コンテンツ利用条件には、例えば、有効期限、再生回数制限（利
用回数）等が含まれる。なお、サーバ識別情報としては、ＵＲＩ（Ｕｎｉｆｏｒｍ　Ｒｅ
ｓｏｕｒｃｅ　Ｉｄｅｎｔｉｆｉｅｒ）等のアドレスを用いることができる。
　なお、再生権情報には、少なくとも、携帯端末識別情報と、コンテンツ識別情報とが含
まれていればよく、映像端末再生権情報には、少なくとも、携帯端末識別情報と、コンテ
ンツ識別情報と、映像端末識別情報とが含まれていればよい。
【００１７】
　映像端末再生権通知手段１１８は、映像端末再生権をサーバ１５０に通知する。例えば
、映像端末再生権通知手段１１８は、映像端末再生権情報記録手段１１７に記憶されてい
る映像端末再生権情報を送信するための映像端末再生権情報通知を、ネットワーク通信手
段１１１を介して、サーバ１５０に送信する処理を行う。
【００１８】
　ここで、コンテンツ配信システム１００が、ネットワーク１７０を介して情報の送受信
を行う際の通信プロトコルとして、例えば、ＴＣＰ／ＩＰ（Ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ　
Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ／Ｉｎｔｅｒｎｅｔ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ）を使用する
場合に、コンテンツ配信システム１００で使用される通信パケットのフォーマットの一例
を図４に示す。
　図４に示すように、コンテンツ配信システム１００で使用される通信パケット１８０は
、２０ｂｙｔｅのＩＰヘッダ１８０Ａと、２０ｂｙｔｅのＴＣＰヘッダ１８０Ｂと、１ｂ
ｙｔｅの情報種別１８０Ｃと、１ｂｙｔｅのデータ長１８０Ｄと、可変バイト数のデータ
１８０Ｅとを備える。ここで、情報種別１８０Ｃは、通信パケット１８０で送信する情報
の種別（内容）を示し、データ長１８０Ｄは、データ１８０Ｅのデータ長（データサイズ
）を示す。
【００１９】
　例えば、映像端末再生権通知手段１１８は、映像端末再生権をサーバ１５０に通知する
際に、図５に示すような通信パケット１８１を生成して、ネットワーク通信手段１１１に
送り、ネットワーク通信手段１１１を介して、ネットワーク１７０に送信する処理を行う
。
　図５に示すように、通信パケット１８１は、ＩＰヘッダ１８１Ａと、ＴＣＰヘッダ１８
１Ｂと、映像端末再生権情報通知の情報種別（例えば、「１」）と、映像端末再生権情報
１８１Ｅのデータ長１８１Ｄと、映像端末再生権情報１８１Ｅとを備える。ここで、映像
端末再生権情報１８１Ｅは、６ｂｙｔｅの映像端末識別情報１８１Ｆと、６ｂｙｔｅの携
帯端末識別情報１８１Ｇと、１ｂｙｔｅのサーバ識別情報長（サーバ識別情報のデータサ
イズ）１８１Ｈと、１０２４ｂｙｔｅ以内のサーバ識別情報１８１Ｉと、４ｂｙｔｅのコ
ンテンツ識別情報１８１Ｊと、コンテンツ利用条件１８１Ｋとを含む。なお、携帯端末識
別情報１８１Ｇ、サーバ識別情報長１８１Ｈ、サーバ識別情報１８１Ｉ、コンテンツ識別
情報１８１Ｊ及びコンテンツ利用条件は、携帯端末１３０より取得された再生権情報であ
る。
【００２０】
　図２に戻り、映像端末再生権通知手段１１８は、コンテンツの利用を開始する前に、例
えば、映像端末再生権処理手段１１６が、受信手段１１２を介して携帯端末１３０より再
生権情報を取得したタイミング、又はユーザが入力手段１１３を用いてコンテンツの利用
を開始する操作を行ったタイミングで、映像端末再生権をサーバ１５０に通知する。さら
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に、映像端末再生権通知手段１１８は、映像端末再生権をサーバ１５０に通知すると、通
知に用いた映像端末再生権情報を再生状況通知手段１２０に与える。なお、再生権情報に
含まれるサーバ識別情報としてサーバのアドレスが用いられている場合には、映像端末再
生権通知手段１１８は、ネットワーク通信手段１１１を介して、このアドレスに映像端末
再生権情報を送信する処理を行えばよい。
【００２１】
　再生制御手段１１９は、ネットワーク通信手段１１１を介して、サーバ１５０よりコン
テンツを取得し、このコンテンツを再生する処理を制御する。例えば、再生制御手段１１
９は、取得したコンテンツを表示手段１１４に与えて、当該コンテンツに対応する画像を
表示手段１１４に表示させる。また、再生制御手段１１９は、コンテンツを再生している
か、コンテンツの再生を停止しているか等を示す再生状態と、コンテンツの再生位置を示
す継続再生位置情報とを再生状況通知手段１２０に与える。
【００２２】
　また、再生制御手段１１９は、コンテンツを停止する操作の入力が入力手段１１３に行
われた場合に、コンテンツの再生を停止するメッセージをサーバ１５０に通知する。さら
に、再生制御手段１１９は、再生が停止されたコンテンツを、停止された再生位置から継
続して再生する操作の入力が入力手段１１３に行われた場合に、コンテンツを継続して再
生するメッセージをサーバ１５０に通知する。例えば、再生制御手段１１９は、これらの
メッセージを通知する際、図６に示すような通信パケット１８２を生成して、ネットワー
ク通信手段１１１に与え、ネットワーク通信手段１１１からネットワーク１７０に送信さ
せる。
　図６に示す通信パケット１８２は、ＩＰヘッダ１８２Ａと、ＴＣＰヘッダ１８２Ｂと、
メッセージ通知の情報種別（例えば、「３」）と、メッセージ１８２Ｅのデータ長１８２
Ｄと、メッセージ１８２Ｅとを備える。ここで、メッセージ１８２Ｅは、１ｂｙｔｅのメ
ッセージ種別１８２Ｆと、１ｂｙｔｅのメッセージ長１８２Ｇと、１０２４ｂｙｔｅ以内
のメッセージ情報１８２Ｈとを含む。メッセージ種別１８２Ｆは、メッセージ情報１８２
Ｈに格納される情報の種別（内容）を示す識別子であり、例えば、コンテンツの再生を停
止するメッセージ情報には「２」、コンテンツを再生する位置を示すメッセージ情報には
「３」の識別子が割り振られている。また、メッセージ長１８２Ｇは、メッセージ情報１
８２Ｈに格納される情報のデータ長である。
【００２３】
　図２に戻り、再生状況通知手段１２０は、映像端末１１０における再生状況をサーバ１
５０に通知する。例えば、再生状況通知手段１２０は、映像端末再生権通知手段１１８及
び再生制御手段１１９から与えられた情報を用いて、再生状況情報を生成し、この再生状
況情報を送信するための再生状況情報通知を、ネットワーク通信手段１１１を介して、サ
ーバ１５０に送信する処理を行う。再生状況情報は、映像端末再生権通知手段１１８から
与えられた映像端末再生権情報に含まれている、携帯端末識別情報、映像端末識別情報及
びコンテンツ識別情報と、再生制御手段１１９から与えられた、コンテンツの継続再生位
置情報及びコンテンツの再生状態とを含む。例えば、再生状況通知手段１２０は、図７に
示すような通信パケット１８３を生成して、ネットワーク通信手段１１１に与え、ネット
ワーク通信手段１１１からネットワーク１７０に送信させる。
　図７に示す通信パケット１８３は、ＩＰヘッダ１８３Ａと、ＴＣＰヘッダ１８３Ｂと、
再生状況情報通知の情報種別（例えば、「２」）と、再生状況情報１８３Ｅのデータ長１
８３Ｄと、再生状況情報１８３Ｅとを備える。ここで、再生状況情報１８３Ｅは、６ｂｙ
ｔｅの携帯端末識別情報１８３Ｆと、６ｂｙｔｅの映像端末識別情報１８３Ｇと、４ｂｙ
ｔｅのコンテンツ識別情報１８３Ｈと、１ｂｙｔｅの継続再生位置情報１８３Ｉと、１ｂ
ｙｔｅの再生状態１８３Ｊとを含む。
【００２４】
　図２に戻り、メッセージ端末側処理手段１２１は、サーバ１５０から通知される認証結
果及び継続再生位置等を示すメッセージを取得し、これらのメッセージの内容を示す画像
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の画像情報を生成して、表示手段１１４に与える。このような画像情報が与えられた表示
手段１１４は、メッセージの内容を示す画像を表示する。
【００２５】
　図８は、携帯端末１３０の構成を概略的に示す機能ブロック図である。携帯端末１３０
は、ネットワーク通信手段１３１と、送信手段１３２と、入力手段１３３と、表示手段１
３４と、再生権処理手段１３５と、再生権端末側記憶手段１３６とを備える。
【００２６】
　ネットワーク通信手段１３１は、ネットワーク１７０を介した通信を行う。
　送信手段１３２は、映像端末１１０に情報を送信する。例えば、送信手段１３２は、赤
外線通信、又は非接触ＩＣ等の近距離無線通信等を用いて、情報を送信する。
【００２７】
　入力手段１３３は、ユーザが携帯端末１３０を操作する際に、ユーザよりコマンド等の
入力を受け付ける。入力手段１３３は、例えば、リモコン、キーボード又はマウス等の入
力デバイスにより実現することができる。
　表示手段１３４は、画像を表示する。例えば、表示手段１３４は、ディスプレイ等の表
示デバイスにより実現することができる。
【００２８】
　再生権処理手段１３５は、サーバ１５０から再生権を取得する。例えば、再生権処理手
段１３５は、ネットワーク通信手段１３１を介して、サーバ１５０との間でコンテンツの
購入処理を行い、当該購入処理で購入したコンテンツの再生権を示す再生権情報をサーバ
１５０より取得する。そして、再生権処理手段１３５は、取得した再生権情報を再生権端
末側記憶手段１３６に記憶させる。
　また、再生権処理手段１３５は、入力手段１３３を介して、ユーザから再生権を表示す
る指示の入力があった場合には、再生権端末側記憶手段１３６に記憶されている再生権情
報を取得して、この再生権情報を所定の表示形式にした画像の画像情報を生成し、この画
像を表示手段１３４に表示させる処理を行う。
　さらに、再生権処理手段１３５は、入力手段１３３を介して、ユーザから再生権を映像
端末１１０に送信する指示の入力があった場合には、再生権端末側記憶手段１３６に記憶
されている再生権情報を取得して、この再生権情報を、送信手段１３２を介して、映像端
末１１０に送信する処理を行う。
　再生権端末側記憶手段１３６は、再生権情報を記憶する。
【００２９】
　図９は、サーバ１５０の構成を概略的に示す機能ブロック図である。サーバ１５０は、
ネットワーク通信手段１５１と、再生権管理手段１５２と、再生権サーバ側記憶手段１５
３と、管理情報記憶手段１５４と、認証手段１５５と、コンテンツ記憶手段１５６と、コ
ンテンツ配信手段１５７と、再生状況管理手段１５８と、再生状況記憶手段１５９と、メ
ッセージサーバ側処理手段１６０とを備える。
【００３０】
　ネットワーク通信手段１５１は、ネットワーク１７０を介した通信を行う。
　再生権管理手段１５２は、コンテンツの再生権を生成する。例えば、再生権管理手段１
５２は、携帯端末１３０からの要求に応じて、要求されたコンテンツの再生権を示す再生
権情報を生成する。そして、再生権管理手段１５２は、ネットワーク通信手段１５１を介
して、要求されたコンテンツの再生権情報を携帯端末１３０に送信する処理を行うととも
に、この再生権情報を再生権サーバ側記憶手段１５３に記憶させる。
　また、再生権管理手段１５２は、コンテンツ配信手段１５７からの更新指示に応じて、
再生権情報の利用条件に含まれている利用回数を更新する処理を行う。例えば、再生権管
理手段１５２は、コンテンツ配信手段１５７からの指示に応じて、コンテンツを配信する
際に使用された再生権情報の利用回数をデクリメントする。
　再生権サーバ側記憶手段１５３は、再生権情報を記憶する。
【００３１】
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　管理情報記憶手段１５４は、使用中の再生権情報と、当該再生権情報を使用している映
像端末とを管理する管理情報を記憶する。例えば、管理情報は、使用中の再生権情報に含
まれるコンテンツ識別情報及び携帯端末識別情報と、当該コンテンツ識別情報で識別され
るコンテンツを配信する映像端末識別情報とを備える。従って、管理情報により、コンテ
ンツの配信がどの再生権情報に基づいて、どの映像端末１１０に行われているかが示され
る。管理情報は、コンテンツの配信状況に応じて、認証手段１５５が生成し、更新する。
なお、再生権情報は、コンテンツの配信が開始されて、当該コンテンツの配信が終了する
まで、使用中であると判断される。さらに、コンテンツの配信が停止してから、予め定め
られた期間が経過した場合には、再生権情報は使用中ではないと判断されるようにしても
よい。
【００３２】
　認証手段１５５は、映像端末１１０から取得した映像端末再生権情報の認証を行う。例
えば、認証手段１５５は、（１）映像端末１１０から取得した映像端末再生権情報に対応
する再生権情報が、再生権サーバ側記憶手段１５３に記憶されていること、（２）映像端
末１１０から取得した映像端末再生権情報に対応する再生権情報のコンテンツ利用条件が
満たされていること、かつ、（３）映像端末１１０から取得した映像端末再生権情報に含
まれる再生権情報が、他の映像端末で使用中ではないことの３つの要件を満たす場合に、
当該映像端末再生権情報の認証が成功したものと判断する。
　例えば、認証手段１５５は、映像端末１１０から取得した映像端末再生権情報に含まれ
る携帯端末識別情報及びコンテンツ識別情報をともに有する再生権情報が、再生権サーバ
側記憶手段１５３に記憶されている場合には、（１）の要件を満たすと判断する。
　また、認証手段１５５は、映像端末１１０から取得した映像端末再生権情報に含まれる
携帯端末識別情報及びコンテンツ識別情報をともに有する再生権情報のコンテンツ利用条
件が、有効期限（例えば、年月日）を有する場合には、認証手段１５５が認識している現
在の年月日がこの有効期限内であれば、（２）の要件を満たすと判断する。
　さらに、認証手段１５５は、映像端末１１０から取得した映像端末再生権情報に含まれ
る携帯端末識別情報及びコンテンツ識別情報をともに有する再生権情報のコンテンツ利用
条件が、利用回数を有する場合には、この再生権情報の利用回数の値が「０」以下になっ
ていなければ、言い換えると、利用回数の値が「１」以上であれば、（２）の要件を満た
すと判断する。
　なお、認証手段１５５は、映像端末１１０から取得した映像端末再生権情報に含まれる
携帯端末識別情報及びコンテンツ識別情報をともに有する再生権情報のコンテンツ利用条
件が、有効期限及び利用回数を有する場合には、これらの有効期限及び利用回数がともに
満たされるときに、（２）の要件を満たすと判断する。
　また、認証手段１５５は、映像端末１１０から取得した映像端末再生権情報に含まれる
携帯端末識別情報及びコンテンツ識別情報をともに有する再生権情報にコンテンツ利用条
件が設定されていない場合には、（２）の要件は満たされるものと判断する。
　さらに、認証手段１５５は、映像端末１１０から取得した映像端末再生権情報に含まれ
る携帯端末識別情報及びコンテンツ識別情報をともに有する管理情報が管理情報記憶手段
１５４に記憶されていない場合、又はこのような管理情報が管理情報記憶手段１５４に記
憶されており、このような管理情報に含まれている映像端末識別情報が、映像端末再生権
情報に含まれている映像端末識別情報と一致する場合には、（３）の要件は満たされるも
のと判断する。
【００３３】
　そして、認証手段１５５は、認証が成功である場合には、コンテンツ配信手段１５７に
配信指示を出す。
　また、認証手段１５５は、認証が成功である場合には、認証に成功した映像端末再生権
情報に含まれる携帯端末識別情報及びコンテンツ識別情報をともに有する管理情報が管理
情報記憶手段１５４に記憶されているか否かを判断する。このような管理情報が記憶され
ていない場合には、認証手段１５５は、この映像端末再生権情報から携帯端末識別情報、
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コンテンツ識別情報及び映像端末識別情報を取得して、これらにより管理情報を生成して
、管理情報記憶手段１５４に記憶させる。また、認証手段１５５は、コンテンツの配信が
終了した場合には、コンテンツを配信した映像端末１１０の映像端末識別情報及び配信が
終了したコンテンツのコンテンツ識別情報をともに有する管理情報を、管理情報記憶手段
１５４から削除する。なお、認証手段１５５は、コンテンツの配信が停止されてから予め
定めら得た期間が経過した場合には、コンテンツの配信を停止した映像端末１１０の映像
端末識別情報及び配信を停止したコンテンツのコンテンツ識別情報をともに有する管理情
報を、管理情報記憶手段１５４から削除するようにしてもよい。
　なお、認証手段１５５は、認証が失敗であると判断した場合には、認証結果を示すメッ
セージを映像端末１１０に通知するよう、メッセージサーバ側処理手段１６０に指示を行
う。
【００３４】
　コンテンツ記憶手段１５６は、サーバ１５０が配信するコンテンツを記憶する。
　コンテンツ配信手段１５７は、認証手段１５５からの指示に応じて、ネットワーク通信
手段１５１を介して、コンテンツの配信が許可された映像端末１１０に対してコンテンツ
を配信する。例えば、コンテンツ配信手段１５７は、認証手段１５５よりコンテンツの配
信指示を受けると、再生状況記憶手段１５９において、映像端末１１０より通知された映
像端末再生権情報に含まれている携帯端末識別情報及びコンテンツ識別情報をともに有す
る再生状況情報が存在するか否かを確認する。そして、このような再生状況情報が存在し
ない場合には、コンテンツ配信手段１５７は、コンテンツの先頭位置から配信を行う。一
方、このような再生状況情報が存在する場合には、コンテンツ配信手段１５７は、再生状
況記憶手段１５９より対応する継続再生位置情報を取得して、メッセージサーバ側処理手
段１６０に指示を出し、継続再生位置情報を示すメッセージを映像端末１１０に通知させ
る。そして、コンテンツ配信手段１５７は、映像端末１１０から継続再生を示すメッセー
ジの通知を受けると、継続再生位置情報で示される再生位置からコンテンツの配信を行い
、先頭位置からの再生を示すメッセージの通知を受けると、コンテンツの先頭位置から配
信を行う。
　また、コンテンツ配信手段１５７は、コンテンツの先頭位置から配信を行う場合には、
映像端末１１０より通知された映像端末再生権情報に含まれている携帯端末識別情報及び
コンテンツ識別情報に対応する再生権情報の利用回数の更新指示を再生権管理手段１５２
に与える。
　さらに、コンテンツ配信手段１５７は、映像端末１１０からコンテンツの再生を停止す
るメッセージの通知があった場合に、当該コンテンツの配信を停止する。
【００３５】
　再生状況管理手段１５８は、映像端末１１０から再生状況を取得する。例えば、再生状
況管理手段１５８は、ネットワーク通信手段１５１を介して、映像端末１１０から送信さ
れてきた再生状況情報を取得する。そして、再生状況管理手段１５８は、取得した再生状
況情報を再生状況記憶手段１５９に記憶させる。
　再生状況記憶手段１５９は、再生状況情報を記憶する。
【００３６】
　メッセージサーバ側処理手段１６０は、認証結果及び継続再生位置等を示すメッセージ
を生成し、ネットワーク通信手段１５１を介して、映像端末１１０に送信する処理を行う
。例えば、メッセージサーバ側処理手段１６０は、認証手段１５５より、認証結果を示す
メッセージの通知を指示されると、メッセージ種別１８２Ｆを認証結果の識別子である「
１」とし、メッセージ情報１８２Ｈを認証結果が失敗したことを示す情報とした通信パケ
ット１８２（図６参照）を生成して、ネットワーク通信手段１５１に与えて、ネットワー
ク１７０に送信させる。また、メッセージサーバ側処理手段１６０は、コンテンツ配信手
段１５７より、継続再生位置情報を示すメッセージの通知を指示されると、メッセージ種
別１８２Ｆを継続再生位置情報の識別子である「４」とし、メッセージ情報１８２Ｈを継
続再生位置情報とした通信パケット１８２（図６参照）を生成して、ネットワーク通信手
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段１５１に与えて、ネットワーク１７０に送信させる。
【００３７】
　図１０は、コンテンツ配信システム１００での処理を示すシーケンス図である。
　ユーザが、携帯端末１３０の入力手段１３３を用いて、コンテンツの購入操作を行う（
Ｓ１０）と、携帯端末１３０の再生権処理手段１３５は、ネットワーク通信手段１３１を
介して、コンテンツ購入要求をサーバ１５０に送信する処理を行う（ステップＳ１１）。
このコンテンツ購入要求には、携帯端末１３０の携帯端末識別情報と、購入するコンテン
ツのコンテンツ識別情報とが含まれ、さらにユーザの選択等により、購入するコンテンツ
の利用条件（例えば、有効期限、利用回数等）が含まれる。
【００３８】
　コンテンツ購入要求を受信したサーバ１５０では、再生権管理手段１５２が、このコン
テンツ購入要求に対応する再生権情報を生成する（Ｓ１２）。そして、再生権管理手段１
５２は、生成した再生権情報を、再生権サーバ側記憶手段１５３に記憶させるとともに、
ネットワーク通信手段１５１を介して、携帯端末１３０に送信する処理を行う（Ｓ１３）
。このような再生権情報を受信した携帯端末１３０では、再生権処理手段１３５が、受信
した再生権情報を再生権端末側記憶手段１３６に記憶させる。
【００３９】
　ユーザが、携帯端末１３０を用いて購入したコンテンツの再生権を用いて、映像端末１
１０を用いてコンテンツを視聴する場合には、ユーザは、携帯端末１３０の入力手段１３
３を用いて、視聴するコンテンツの再生権の送信操作を行う（Ｓ１４）。このような操作
が行われると、携帯端末１３０の再生権処理手段１３５は、対応する再生権情報を再生権
端末側記憶手段１３６より読み出して、送信手段１３２を介して、映像端末１１０に送信
する処理を行う（Ｓ１５）。
【００４０】
　このような再生権情報を受信した映像端末１１０では、映像端末再生権処理手段１１６
が、映像端末識別情報記憶手段１１５に記憶されている端末識別情報を読み出し、受信し
た再生権情報にこの端末識別情報を追加することで、映像端末再生権情報を生成し、この
映像端末再生権情報を映像端末再生権記憶手段１１７に記憶させる。そして、映像端末再
生権通知手段１１８は、ネットワーク通信手段１１１を介して、この映像端末再生権情報
をサーバ１５０に送信する処理を行う（Ｓ１６）。また、映像端末再生権通知手段１１８
は、サーバ１５０に送信した映像端末再生権情報を再生状況通知手段１２０に与える。な
お、映像端末再生権通知手段１１８が、映像端末再生権情報をサーバ１５０に送信する処
理を行うタイミングは、映像端末再生権情報が生成されたタイミングでもよく、また、入
力手段１１３を介して、ユーザより送信する指示の入力が行われたタイミングでもよい。
【００４１】
　このような映像端末再生権情報を受信したサーバ１５０では、認証手段１５５が、映像
端末再生権情報の認証を行う（Ｓ１７）。認証手段１５５が行う映像端末再生権情報の認
証処理については、図１２を用いて詳細に説明する。また、本シーケンスでは、ステップ
Ｓ１７における認証が成功したものとして説明するが、認証が失敗である場合には、本シ
ーケンスにおける処理は終了される。
【００４２】
　ステップＳ１７における認証が成功した場合には、認証手段１５５は、コンテンツ配信
手段１５７に対して、コンテンツの配信指示を行う。コンテンツの配信指示を受けたコン
テンツ配信手段１５７は、再生状況記憶手段１５９において、映像端末１１０より通知さ
れた映像端末再生権情報に含まれている携帯端末識別情報及びコンテンツ識別情報に対応
する再生状況情報を確認する。ここでは、このような再生状況情報が存在しないため、コ
ンテンツ配信手段１５７は、ネットワーク通信手段１５１を介して、コンテンツの先頭位
置から配信する処理を行う（Ｓ１８）。そして、コンテンツ配信手段１５７は、ステップ
Ｓ１６で取得した映像端末再生権情報に対応する再生権情報に含まれる利用回数の更新指
示を再生権管理手段１５２に与える。このような更新指示を受けた再生権管理手段１５２
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は、この再生権情報に含まれる利用回数をデクリメントする。
【００４３】
　コンテンツを受信した映像端末１１０では、再生制御手段１１９が、受信したコンテン
ツの再生を開始し（Ｓ１９）、受信したコンテンツの画像を表示手段１１４に表示させる
。
【００４４】
　コンテンツの再生を開始すると、再生制御手段１１９は、コンテンツを再生しているこ
とを示す再生状態と、コンテンツの再生位置（ここでは、コンテンツの再生を開始した位
置）を示す継続再生位置情報とを再生状況通知手段１２０に与える。そして、再生状況通
知手段１２０は、映像端末再生権通知手段１１８から与えられた映像端末再生権情報と、
再生制御手段１１９から与えられた再生状態及び継続再生位置情報とから再生状況情報を
生成し、ネットワーク通信手段１１１を介して、サーバ１５０に送信する処理を行う（Ｓ
２０）。このような再生状況情報を受信したサーバ１５０では、再生状況管理手段１５８
が、受信した再生状況情報を再生状況記憶手段１５９に記憶させる。このようにコンテン
ツの再生開始時に映像端末１１０が再生状況をサーバ１５０に通知することで、サーバ１
５０は、どの端末がコンテンツを再生しているかを把握することができる。
【００４５】
　ユーザが、映像端末１１０の入力手段１１３を用いて、コンテンツの停止操作を行う（
Ｓ２１）と、再生制御手段１１９は、コンテンツ停止通知のメッセージを生成し、ネット
ワーク通信手段１５１を介して、サーバ１５０に送信する処理を行う（Ｓ２２）。このよ
うなコンテンツ停止通知のメッセージを受信したサーバ１５０では、コンテンツ配信手段
１５７がコンテンツの配信を停止する。
【００４６】
　映像端末１１０の再生制御手段１１９は、コンテンツの配信が停止したことを確認する
と、コンテンツの再生を停止していることを示す再生状態と、コンテンツの再生位置（こ
こでは、コンテンツの再生を停止した位置）を示す継続再生位置情報とを再生状況通知手
段１２０に与える。そして、再生状況通知手段１２０は、映像端末再生権通知手段１１８
から与えられた映像端末再生権情報と、再生制御手段１１９から与えられた再生状態及び
継続再生位置情報とから再生状況情報を生成し、ネットワーク通信手段１１１を介して、
サーバ１５０に送信する処理を行う（Ｓ２３）。このような再生状況情報を受信したサー
バ１５０では、再生状況管理手段１５８が、受信した再生状況情報を再生状況記憶手段１
５９に記憶させる。このとき、再生状況管理手段１５８は、ステップＳ２０で取得した再
生状況情報を削除して、ステップＳ２３で取得した再生状況情報を記憶させればよい。ま
た、ステップＳ２０で取得した再生状況情報と、ステップＳ２３で取得した再生状況情報
とをこれらを取得した前後がわかるように記憶させてもよい。このように再生状況情報を
取得した前後がわかるように記憶させた場合には、再生状況管理手段１５８は、再生状況
情報を使用するときに、最新の再生状況情報を使用すればよい。このようにコンテンツの
停止時に映像端末１１０が再生状況を通知し、サーバ１５０が再生状況を記録することで
、サーバ１５０は映像端末１１０が停止状態にあることを把握することができるとともに
、再生状況情報に含まれる継続再生位置情報により映像端末１１０が再生を停止したコン
テンツの再生位置を把握することができる。
【００４７】
　ユーザが、映像端末１１０の入力手段１１３を用いて、再生が停止されたコンテンツの
再生を再開する再生操作を行う（ステップＳ２４）と、映像端末再生権通知手段１１８は
、再生するコンテンツに対応する映像端末再生権情報を映像端末再生権記憶手段１１７か
ら読み出し、ネットワーク通信手段１１１を介して、サーバ１５０に送信する処理を行う
（Ｓ２５）。
【００４８】
　このような映像端末再生権情報を受信したサーバ１５０では、認証手段１５５が、映像
端末再生権情報の認証処理を行う（Ｓ２６）。認証手段１５５が行う映像端末再生権情報
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の認証処理については、図１２を用いて詳細に説明する。また、本シーケンスでは、ステ
ップＳ２６における認証が成功したものとして説明するが、認証が失敗である場合には、
本シーケンスにおける処理は終了される。
【００４９】
　ここでは、映像端末再生権情報に含まれている再生権情報が、映像端末１１０自身が使
用中であるため、認証手段１５５は、コンテンツ配信手段１５７にコンテンツの配信指示
を行う。コンテンツの配信指示を受けたコンテンツ配信手段１５７は、再生状況記憶手段
１５９において、映像端末１１０より通知された映像端末再生権情報に含まれている携帯
端末識別情報及びコンテンツ識別情報に対応する再生状況情報があるか否かを確認し、こ
のような再生状況情報が存在する場合には、このような再生状況情報に含まれる継続再生
位置情報を示すメッセージを送信するようメッセージサーバ側処理手段１６０に指示を出
す。このような指示を受けたメッセージサーバ側処理手段１６０は、継続再生位置情報を
示すメッセージを生成し、ネットワーク通信手段１５１を介して、映像端末１１０に送信
する処理を行う（Ｓ２７）。
【００５０】
　このような継続再生位置情報を示すメッセージを受信した映像端末１１０では、メッセ
ージ端末側処理手段１２１が、コンテンツの再生を停止した位置から継続して再生を行う
か否かを選択する継続再生選択画面の画面情報を生成して表示手段１１４に与え、表示手
段１１４にこの継続再生選択画面を表示させる（Ｓ２８）。例えば、メッセージ端末側処
理手段１２１は、図１１に示すような継続再生選択画面ＣＳＧの画面情報を作成する。
　図１１に示すように、継続再生選択画面ＣＳＧは、継続ボタンＣＳＧ１と、最初からボ
タンＣＳＧ２とを備える。そして、ユーザは、入力手段１１３を用いて、継続ボタンＣＳ
Ｇ１又は最初からボタンＣＳＧ２のいずれかを選択した実行操作を行う。本シーケンスで
は、ユーザが継続ボタンＣＳＧ１を選択するものとして説明を行う。
【００５１】
　ユーザが、入力手段１１３を用いて、継続ボタンＣＳＧ１を選択した実行操作を行う（
Ｓ２９）と、再生制御手段１１９は、コンテンツを再生する位置として継続再生位置情報
の位置を示すメッセージを生成して、ネットワーク通信手段１１１を介して、サーバ１５
０に送信する処理を行う（Ｓ３０）。なお、ユーザが、入力手段１１３を用いて、最初か
らボタンＣＳＧ２を選択した実行操作を行うと、再生制御手段１１９は、コンテンツを再
生する位置としてコンテンツの先頭位置を示すメッセージを生成して、ネットワーク通信
手段１１１を介して、サーバ１５０に送信する処理を行う。
【００５２】
　このようなメッセージを受信したサーバ１５０では、コンテンツ配信手段１５７が、ス
テップＳ２７で通知した継続再生位置情報で示される再生位置から、コンテンツの配信を
再開する（Ｓ３１）。コンテンツの配信を受けた映像端末１１０では、再生制御手段１１
９が、ステップＳ２７で通知された継続再生位置情報で示される再生位置からコンテンツ
の再生を開始する。
　一方、コンテンツ配信手段１５７は、コンテンツを再生する位置としてコンテンツの先
頭位置を示すメッセージを受信した場合には、コンテンツの先頭位置から配信を行う。こ
の場合には、コンテンツ配信手段１５７は、ステップＳ１６で取得した映像端末再生権情
報に対応する再生権情報に含まれる利用回数の更新指示を再生権管理手段１５２に与える
。このような更新指示を受けた再生権管理手段１５２は、当該再生権情報に含まれる利用
回数をデクリメントする。この点、継続再生位置情報への応答として、コンテンツを再生
する位置としてコンテンツの先頭位置を示すメッセージを受信した場合には、コンテンツ
配信手段１５７は、利用回数の更新指示を再生権管理手段１５２に与えないようにするこ
ともできる。
【００５３】
　ここで、本シーケンスでは、携帯端末１３０の映像端末再生権記憶手段１３６に、ユー
ザが視聴を希望するコンテンツの再生権情報が存在しない、又はこのような再生権情報は
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存在するが、コンテンツ利用条件を満たさず、無効になっているものとして説明したが、
携帯端末１３０の映像端末再生権記憶手段１３６に、ユーザが視聴を希望するコンテンツ
の再生権情報（有効なもの）が存在する場合には、ユーザは、ステップＳ１０の操作を行
わずに、ステップＳ１４の操作を行えばよい。
　また、携帯端末１３０とは異なる端末でコンテンツの再生権を購入して、メモリーカー
ド等の情報記憶媒体を用いて、購入した再生権に対応する再生権情報を携帯端末１３０の
映像端末再生権記憶手段１３６に記憶させるようにすることもでき、このような場合にも
、ユーザは、ステップＳ１０の操作を行わずに、ステップＳ１４の操作を行えばよい。
【００５４】
　図１２は、サーバ１５０の認証手段１５５が行う認証処理を示すフローチャートである
。
【００５５】
　まず、認証手段１５５は、ネットワーク通信手段１５１を介して、映像端末再生権情報
を取得すると、再生権サーバ側記憶手段１５３に記憶されている再生権情報を取得する（
Ｓ４０）。
【００５６】
　次に、認証手段１５５は、映像端末再生権情報に対応する再生権情報があるか否かを確
認する（Ｓ４１）。例えば、認証手段１５５は、映像端末再生権情報に含まれる携帯端末
識別情報及びコンテンツ識別情報をともに有する再生権情報がある場合には、映像端末再
生権情報に対応する再生権情報があると判断する。そして、認証手段１５５は、映像端末
再生権情報に対応する再生権情報がある場合（ステップＳ４１でＹｅｓ）には、ステップ
Ｓ４２の処理に進み、このような再生権情報がない場合（ステップＳ４１でＮｏ）には、
ステップＳ４５の処理に進む。
【００５７】
　ステップＳ４２では、認証手段１５５は、ステップＳ４１で対応すると確認された再生
権情報のコンテンツ利用条件を満たすか否かを判断する。
　例えば、認証手段１５５は、再生権情報のコンテンツ利用条件が、有効期限を有する場
合には、認証手段１５５が認識している現在の年月日がこの有効期限内であれば、コンテ
ンツ利用条件を満たすと判断し、また、再生権情報のコンテンツ利用条件が、利用回数を
有する場合には、この再生権情報の利用回数の値が「０」以下になっていなければ、コン
テンツ利用条件を満たすと判断する。さらに、認証手段１５５は、再生権情報のコンテン
ツ利用条件が、これらの両者を有する場合には、これらの両者をともに満たしているとき
に、コンテンツ利用条件を満たすと判断する。なお、認証手段１５５は、再生権情報にコ
ンテンツ利用条件が設定されていない場合には、コンテンツ利用条件は満たされているも
のと判断する。
　そして、認証手段１５５は、コンテンツ利用条件を満たすと判断した場合（ステップＳ
４２でＹｅｓ）には、ステップＳ４３の処理に進み、コンテンツ利用条件を満たさないと
判断した場合（ステップＳ４２でＮｏ）には、ステップＳ４５の処理に進む。
【００５８】
　ステップＳ４３では、認証手段１５５は、ステップＳ４１で対応すると確認された再生
権情報が他の端末で使用中であるか否かを判断する。
　例えば、認証手段１５５は、映像端末再生権情報に含まれる携帯端末識別情報及びコン
テンツ識別情報をともに有する管理情報が管理情報記憶手段１５４に記憶されており、こ
のような管理情報に含まれている映像端末識別情報が、映像端末再生権情報に含まれてい
る映像端末識別情報と一致しない場合には、再生権情報が他の端末で使用中であると判断
する。
　そして、認証手段１５５は、再生権情報が使用中ではないと判断した場合（ステップＳ
４３でＮｏ）には、ステップＳ４４の処理に進み、再生権情報が使用中であると判断した
場合（ステップＳ４３でＹｅｓ）には、ステップＳ４５の処理に進む。
【００５９】
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　ステップＳ４４では、認証手段１５５は、映像端末再生権情報の認証が成功したと判断
する。そして、認証手段１５５は、コンテンツ配信手段１５６にコンテンツの配信を指示
する。さらに、認証手段１５５は、認証に成功した映像端末再生権情報に含まれる携帯端
末識別情報及びコンテンツ識別情報をともに有する管理情報が管理情報記憶手段１５４に
記憶されていないときには、映像端末再生権情報から携帯端末識別情報、コンテンツ識別
情報及び映像端末識別情報を取得して、これらにより管理情報を生成して、管理情報記憶
手段１５４に記憶させる。
【００６０】
　ステップＳ４５では、認証手段１５５は、映像端末再生権情報の認証が失敗したと判断
する。そして、認証手段１５５は、メッセージサーバ側処理手段１６０に対して、認証結
果を通知するメッセージを送信するように指示を出す（Ｓ４６）。このような指示を受け
たメッセージサーバ側処理手段１６０は、認証に失敗したことを内容とする認証結果を示
すメッセージを生成し、ネットワーク通信手段１５１を介して、映像端末１１０に送信す
る処理を行う。なお、このようなメッセージを受信した映像端末１１０では、メッセージ
端末側処理手段１２１が、図１３に示すような認証に失敗したことを示す認証失敗画面Ｃ
ＦＧの画面情報を生成して表示手段１１４に与え、表示手段１１４に認証失敗画面ＣＦＧ
を表示させる。認証失敗画面ＣＦＧは、確認ボタンＣＦＧ１を備え、ユーザが、入力手段
１１３を用いて、確認ボタンＣＦＧ１を選択して実行操作を行うと、コンテンツの配信処
理は終了する。
【００６１】
　なお、以上では、サーバ１５０は、認証が失敗した場合に映像端末１１０に対し、認証
結果のメッセージを通知するように構成されているが、例えば、認証が成功した場合にも
、認証が成功したことを示す認証結果を通知するメッセージを映像端末１１０に送信する
ように構成してもよい。
　また、認証結果を通知するメッセージには、映像端末再生権情報に対応する再生権情報
が存在しないこと、コンテンツの利用条件を満たしていないこと、又は他の端末で再生権
情報が使用されていること等の認証に失敗した理由等の詳細情報を含めて送信するように
してもよい。このような場合には、映像端末１１０のメッセージ端末側処理手段１２１は
、これらの詳細情報の内容を認証失敗画面に含めて、表示手段１１４に表示させるように
してもよい。
【００６２】
　以上のように、本実施の形態に係るコンテンツ配信システム１００によれば、ユーザは
、コンテンツを停止した後に再度同じコンテンツを視聴する際に、再度携帯端末１３０を
用いて映像端末１１０に再生権情報の送信を行うことなく、映像端末１１０に記憶されて
いる映像端末再生権情報を利用して、同じコンテンツの視聴を行うことができる。また、
コンテンツの視聴を再開する際に継続再生位置に基づいて、コンテンツの途中から継続再
生を行うことができる。
【００６３】
　本実施の形態においては、図１２に示すフローチャートで認証処理を行ったが、このよ
うなフローに限定されるものではなく、例えば、図１４に示すようなフローで認証処理を
行ってもよい。
【００６４】
　図１４は、サーバ１５０の認証手段１５５が行う認証処理の変形例を示すフローチャー
トである。図１４のステップＳ５０からＳ５３までの処理は、図１２のステップＳ４０か
らＳ４３までの処理と同様である。
【００６５】
　ステップＳ５３では、認証手段１５５は、ステップＳ５１で対応すると確認された再生
権情報が他の端末で使用中であるか否かを判断する。そして、認証手段１５５は、再生権
情報が使用中であると判断した場合（ステップＳ５３でＹｅｓ）には、ステップＳ５４の
処理に進み、再生権情報が使用中ではないと判断した場合（ステップＳ５３でＮｏ）には
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、ステップＳ５５の処理に進む。
【００６６】
　ステップＳ５４では、認証手段１５５は、コンテンツ配信手段１５７に対し、ステップ
Ｓ５３で再生権情報を使用していると判断した他の端末へのコンテンツの配信を停止する
よう指示し、このような指示を受けたコンテンツ配信手段１５７は、指示された他の端末
へのコンテンツの配信を停止する（Ｓ５４）。この際、コンテンツ配信手段１５７は、コ
ンテンツの配信を停止したことを示すメッセージを、この他の端末に通知するようメッセ
ージサーバ側処理手段１６０に指示し、このような指示を受けたメッセージサーバ側処理
手段１６０は、ネットワーク通信手段１５１を介して、このようなメッセージをこの他の
端末に送信する処理を行う。このようなメッセージを受信した他の端末では、メッセージ
端末側処理手段１２１が、コンテンツの配信が停止したことを示す画像の画像情報を生成
して、表示手段１１４に与え、表示手段１１４に当該画像情報に対応する画像を表示させ
ることで、ユーザは、この他の端末に対してコンテンツの配信が停止されたことを知るこ
とができる。
【００６７】
　ステップＳ５５からＳ５７までの処理は、図１２のステップＳ４４からＳ４６までの処
理と同様である。
【００６８】
　図１０に記載したシーケンスでは、停止されたコンテンツの再生を再開する際に、サー
バ１５０は、継続再生位置情報を示すメッセージを映像端末１１０に送信し、再生を停止
した位置からコンテンツの配信を再開するか、最初からコンテンツの配信を行うかを映像
端末１１０のユーザに選択させるようにしている（ステップＳ２７～Ｓ３１）。
　しかしながら、このような処理に限定されるものではなく、所定の条件の下で、再生を
停止した位置から自動的に配信を再開するようにしてもよい。例えば、サーバ１５０の再
生状況管理手段１５８は、ステップＳ２２においてコンテンツ停止が通知された時刻（例
えば、コンテンツ停止を示すメッセージを受信した時刻）又はステップＳ２３において映
像端末１１０から再生状況を通知された時刻（例えば、再生状況情報を受信した時刻）を
コンテンツの配信を停止した際の配信停止時刻として、例えば、再生状況記憶手段１５９
に記録させておく。そして、ステップＳ２６において認証が成功し、コンテンツの配信指
示を受けた際に、コンテンツ配信手段１５７が現在の時刻として把握している時刻が、こ
の配信停止時刻から予め定められた時間内にある場合には、コンテンツ配信手段１５７は
、継続再生位置情報を示すメッセージを送信せずに、継続再生位置情報で示される位置か
らコンテンツを配信するように制御してもよい。このように制御することで、例えば、ユ
ーザが一時的に席を離れる場合等において、コンテンツの再生を一時的に停止させたとき
に、継続再生位置情報で示される位置から再生するかどうかを選択する操作を行わずに、
すぐに継続再生位置情報で示されるからコンテンツを視聴することができる。
【００６９】
　また、映像端末１１０の再生状況通知手段１２０が、ステップＳ２２においてコンテン
ツ停止を通知した時刻（例えば、コンテンツ停止を示すメッセージを送信した時刻）、又
はステップＳ２３においてコンテンツが停止された際の再生状況を通知した時刻（例えば
、再生状況情報を送信した時刻）を再生停止時刻として、例えば、図示しない時刻記憶手
段に記録しておき、ステップＳ２７でサーバ１５０から継続再生位置情報を示すメッセー
ジを受信した時刻が、この再生停止時刻から予め定められた時間内にある場合には、ユー
ザからの選択操作の入力を受け付けずに（ステップＳ２８及びＳ２９の処理を行わずに）
、再生制御手段１１９に指示を出すことにより、再生制御手段１１９は、通知された継続
再生位置情報で示される位置からコンテンツの配信を行うようにサーバ１５０に通知する
処理を行うようにしてもよい。このように制御することで、例えば、ユーザが一時的に席
を離れる場合等において、コンテンツの再生を一時的に停止させたときに、継続再生位置
情報で示される位置から再生するかどうかを選択せずに、すぐに継続再生位置情報で示さ
れる位置からコンテンツを視聴することができる。また、予め定められた時間については
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、ユーザが入力手段１１３を介して設定することができるようにすることで、ユーザが席
を離れる時間に応じて、自動的に継続再生位置情報で示される位置から再生させる制御を
行うことができるようになる。
【００７０】
　本実施の形態１において、サーバ１５０から映像端末１１０に配信するコンテンツは、
暗号化されていてもよい。このような場合には、再生権情報にコンテンツの復号を行うた
めのキーを含むようにしてもよい。
　また、サーバ１５０において映像端末再生権情報の認証が成功した際に、サーバ１５０
と映像端末１１０との間で、ネットワーク１７０を介してキーをやり取りするようにして
もよい。この際には、サーバ１５０のネットワーク通信手段１５１と、映像端末１１０の
ネットワーク通信手段１１１との間の通信路を暗号化し、ネットワーク１７０を介して、
映像端末１１０に対してコンテンツの復号を行うためのキーを送信するようにしてもよい
。このようにコンテンツを暗号化しておくことで、よりセキュアにコンテンツ配信を行う
ことができる。
【００７１】
実施の形態２．
　以上に記載した実施の形態１では、映像端末１１０は、コンテンツの再生開始時及びコ
ンテンツの停止時に再生状況をサーバ１５０に通知しているが、実施の形態２では、コン
テンツの再生中に、例えば、一定時間の経過毎に再生状況をサーバ１５０に通知する。実
施の形態２に係るコンテンツ配信システムは、映像端末及びサーバが行う処理において、
実施の形態１に係るコンテンツ配信システム１００と異なっている。
【００７２】
　図１５は、実施の形態２に係る映像端末２１０の構成を概略的に示す機能ブロック図で
ある。映像端末２１０は、ネットワーク通信手段１１１と、受信手段１１２と、入力手段
１１３と、表示手段１１４と、映像端末識別情報記憶手段１１５と、映像端末再生権処理
手段１１６と、映像端末再生権記憶手段１１７と、映像端末再生権通知手段１１８と、再
生制御手段２１９と、再生状況通知手段２２０と、メッセージ端末側処理手段１２１とを
備える。実施の形態２に係る映像端末２１０は、再生制御手段２１９及び再生状況通知手
段２２０が行う処理において、実施の形態１に係る映像端末１１０と異なっている。
【００７３】
　再生制御手段２１９は、実施の形態１と同様の処理を行うほか、コンテンツの再生制御
を行っている間、予め定められた時間の計時を行い、この予め定められた時間が経過する
毎に、コンテンツを再生していることを示す再生状態と、コンテンツの再生位置を示すコ
ンテンツの継続再生位置情報とを再生状況通知手段２２０に与える。
【００７４】
　再生状況通知手段２２０は、実施の形態１と同様に、映像端末２１０における再生状況
をサーバ２５０に通知する。ここで、本実施の形態においては、再生状況通知手段２２０
は、再生制御手段２１９から再生状態及び継続再生位置情報を取得すると、再生状況情報
を生成し、この再生状況情報を、ネットワーク通信手段１１１を介して、サーバ２５０に
送信する処理を行う。
　図１６は、実施の形態２に係るサーバ２５０の構成を概略的に示す機能ブロック図であ
る。サーバ２５０は、ネットワーク通信手段１５１と、再生権管理手段１５２と、再生権
サーバ側記憶手段１５３と、管理情報記憶手段１５４と、認証手段１５５と、コンテンツ
記憶手段１５６と、コンテンツ配信手段２５７と、再生状況管理手段２５８と、再生状況
記憶手段１５９と、メッセージサーバ側処理手段１６０とを備える。実施の形態２に係る
サーバ２５０は、コンテンツ配信手段２５７及び再生状況管理手段２５８が行う処理にお
いて、実施の形態１に係るサーバ１５０と異なっている。
【００７５】
　コンテンツ配信手段２５７は、実施の形態１と同様の処理を行うほか、再生状況管理手
段２５８から、コンテンツの配信が停止されたか否かの問い合わせを受けて、コンテンツ
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の配信を停止したか否かを回答する。また、再生状況管理手段２５８からのコンテンツの
配信停止指示に応じて、コンテンツの配信を停止する。
【００７６】
　再生状況管理手段２５８は、実施の形態１と同様の処理を行うほか、コンテンツの配信
が開始された後に、コンテンツ配信手段２５７に対して、コンテンツの配信が停止された
か否かの問い合わせを行う。
　また、再生状況管理手段２５８は、コンテンツの配信中に、予め定められた期間、映像
端末２１０から再生状況が通知されない場合には、コンテンツの配信停止指示をコンテン
ツ配信手段２５７に通知する。
【００７７】
　図１７は、実施の形態２において、サーバ２５０の再生状況管理手段２５８が、再生状
況の通知を受けたか否かを確認する処理を示すフローチャートである。図１７のフローチ
ャートは、再生状況管理手段２５８が、映像端末２１０より、コンテンツの再生が開始さ
れた際の再生状況情報を受信することにより開始される。
【００７８】
　まず、再生状況管理手段２５８は、映像端末２１０からの再生状況通知確認用のタイマ
を設定する（Ｓ６０）。
　次に、再生状況管理手段２５８は、対応するコンテンツの配信が停止されているかどう
かをコンテンツ配信手段２５７に確認する（Ｓ６１）。そして、コンテンツ配信手段２５
７は、コンテンツの配信が停止されていない場合（ステップＳ６１でＮｏ）には、ステッ
プＳ６２の処理に進み、コンテンツの配信が停止されている場合（ステップＳ６１でＹｅ
ｓ）には、ステップＳ６６の処理に進む。
【００７９】
　ステップＳ６２では、再生状況管理手段２５８は、コンテンツが配信されている映像端
末２１０から再生状況情報を取得したか否かを判断する。再生状況情報を取得した場合（
ステップＳ６２でＹｅｓ）には、ステップＳ６３の処理に進み、再生状況情報を取得して
いない場合（ステップＳ６２でＮｏ）には、ステップＳ６４の処理に進む。
【００８０】
　ステップＳ６３では、再生状況管理手段２５８は、取得した再生状況情報に基づいて、
再生状況記憶手段１５９に記憶されている再生状況情報を更新する。例えば、再生状況管
理手段２５８は、取得した再生状況情報に含まれている携帯端末識別情報、映像端末識別
情報及びコンテンツ識別情報と一致する情報を有する再生状況情報を再生状況記憶手段１
５９において特定し、特定した再生状況情報を削除して、取得した再生状況情報を再生状
況記憶手段１５９に記憶させる。そして、再生状況管理手段２５８は、ステップＳ６０の
処理に戻る。
【００８１】
　ステップＳ６４では、再生状況管理手段２５８は、ステップＳ６０で設定したタイマが
満了した（所定の期間が経過した）か否かを判断する。再生状況管理手段２５８は、タイ
マが満了していない場合（ステップＳ６４でＮｏ）には、ステップＳ６２の処理に戻り、
タイマが満了した場合（ステップＳ６４でＹｅｓ）には、ステップＳ６５の処理に進む。
【００８２】
　ステップＳ６５では、再生状況管理手段２５８は、ステップＳ６２で再生状況情報を取
得することができなかった映像端末２１０へのコンテンツの配信を停止するように、コン
テンツ配信手段２５７に指示を出す。このような指示を受けたコンテンツ配信手段２５７
は、コンテンツの配信を停止する。
【００８３】
　そして、再生状況管理手段２５８は、コンテンツの配信が停止されると、対応する再生
状況情報を更新して、継続再生位置情報がコンテンツの配信を停止した位置を示すように
し、また、再生状態が停止を示すようにする（Ｓ６６）。
【００８４】
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　以上のように、実施の形態２においては、映像端末２１０がサーバ２５０に対して、一
定時間毎に再生状況を通知するため、例えば、ネットワーク１７０の状態が悪化等して、
映像端末２１０とサーバ２５０との間の接続が切断されてコンテンツの配信が停止した場
合でも、ユーザは、コンテンツの配信が停止された位置から、コンテンツの視聴を再開す
ることができる。また、コンテンツの再生中にのみ再生状況が通知されるようにすること
で、コンテンツの再生が停止中に再生状況情報は送受信されないため、ネットワーク１７
０におけるトラフィックの負荷が軽減され、映像端末２１０の通信負荷も軽減することが
できる。
【００８５】
　また、図１７のフローチャートでは、再生状況管理手段２５８は、コンテンツの配信を
停止する指示を行った（Ｓ６５）あとに、再生状況情報を更新している（Ｓ６６）が、こ
の再生状況情報を更新する際に、継続再生位置情報がコンテンツの配信を停止した位置を
示すような更新を行わないようにすることで、再生状況情報が取得できた位置、即ち、サ
ーバ２５０から映像端末２１０にコンテンツが確実に配信された位置から、再生を再開す
ることができるようになる。
【００８６】
実施の形態３．
　実施の形態３では、実施の形態１に係るコンテンツ配信システムでの処理に加えて、携
帯端末がサーバから自身の携帯端末識別情報を含む再生状況リストを取得し、ある映像端
末にて再生中のコンテンツの配信を停止させる処理を追加する。実施の形態３に係るコン
テンツ配信システムは、携帯端末及びサーバの構成において、実施の形態１に係るコンテ
ンツ配信システム１００と異なっている。
【００８７】
　図１８は、実施の形態３に係る携帯端末３３０の構成を概略的に示す機能ブロック図で
ある。携帯端末３３０は、ネットワーク通信手段１３１と、送信手段１３２と、入力手段
１３３と、表示手段１３４と、再生権処理手段１３５と、再生権端末側記憶手段１３６と
、再生状況リスト処理手段３３７と、停止指示通知手段３３８とを備える。実施の形態３
に係る携帯端末３３０は、再生状況リスト処理手段３３７及び停止指示通知手段３３８を
備える点で、実施の形態１に係る携帯端末１３０と異なっている。
【００８８】
　再生状況リスト処理手段３３７は、サーバ３５０より再生状況リストを取得する処理を
行う。例えば、再生状況リスト処理手段３３７は、入力手段１３３を用いて、ユーザが再
生状況リストの取得操作を行うと、ネットワーク通信手段１３１を介して、再生状況リス
ト取得要求をサーバ３５０に送信する処理を行う。再生状況リスト取得要求には、携帯端
末３３０自身の携帯端末識別情報が含まれる。そして、再生状況リスト処理手段３３７は
、再生状況リスト取得要求の応答として、再生状況リストを、サーバ３５０より取得する
。
　そして、再生状況リスト処理手段３３７は、取得した再生状況リストに基づいて、再生
中のコンテンツと、当該コンテンツを再生している映像端末１１０の映像端末識別情報と
をリスト化したリスト画像の画像情報を生成して表示手段１３４に与えることで、このリ
スト画像を表示手段１３４に表示させる。
　さらに、再生状況リスト処理手段３３７は、入力手段１３３を用いて、ユーザが、表示
手段１３４に表示されているリスト画像から、配信を停止するコンテンツの選択を行うと
、このコンテンツの配信を停止するコンテンツ配信停止指示を通知するよう停止指示通知
手段３３８に指示する。
【００８９】
　停止指示通知手段３３８は、再生状況リスト処理手段３３７からの指示に応じて、コン
テンツ配信停止指示をサーバ１５０に通知する。例えば、停止指示通知手段３３８は、コ
ンテンツ配信停止指示をサーバ１５０に通知する際に、図１９に示すような通信パケット
１８４を生成して、ネットワーク通信手段１３１に送り、ネットワーク１７０に送信する
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処理を行う。
　図１９に示すように、通信パケット１８４は、ＩＰヘッダ１８４Ａと、ＴＣＰヘッダ１
８４Ｂと、コンテンツ配信停止指示通知の情報種別（例えば、「５」）１８４Ｃと、コン
テンツ配信停止指示１８４Ｅのデータ長１８４Ｄと、コンテンツ配信停止指示１８４Ｅと
を備える。ここで、コンテンツ配信停止指示１８４Ｅは、６ｂｙｔｅの携帯端末識別情報
１８４Ｆと、４ｂｙｔｅのコンテンツ識別情報１８４Ｇとを含む。
【００９０】
　図２０は、実施の形態３に係るサーバ３５０の構成を概略的に示す機能ブロック図であ
る。サーバ３５０は、ネットワーク通信手段１５１と、再生権管理手段１５２と、再生権
サーバ側記憶手段１５３と、管理情報記憶手段１５４と、認証手段１５５と、コンテンツ
記憶手段１５６と、コンテンツ配信手段３５７と、再生状況管理手段１５８と、再生状況
記憶手段１５９と、メッセージサーバ側処理手段３６０と、再生状況通知手段３６１とを
備える。実施の形態３に係るサーバ３５０は、コンテンツ配信手段３５７及びメッセージ
サーバ側処理手段３６０での処理の点、並びに再生状況通知手段３６１を備える点におい
て、実施の形態１に係るサーバ１５０と異なっている。
【００９１】
　コンテンツ配信手段３５７は、携帯端末３３０から、携帯端末３３０自身の携帯端末識
別情報及びコンテンツ識別情報を含むコンテンツ配信停止指示を受けると、指示されたコ
ンテンツの配信を停止する。また、指示されたコンテンツの配信を停止したときには、コ
ンテンツ配信手段３５７は、メッセージサーバ側処理手段３６０に指示することにより、
対応する映像端末１１０に、コンテンツの配信が停止されたことを示すメッセージを通知
させる。
【００９２】
　メッセージサーバ側処理手段３６０は、実施の形態１と同様の処理を行うほか、コンテ
ンツの配信が停止されたことを示すメッセージを生成し、ネットワーク通信手段１５１を
介して、映像端末１１０に送信する処理を行う。例えば、メッセージサーバ側処理手段３
６０は、コンテンツ配信手段３５７より、コンテンツの配信が停止されたことを示すメッ
セージの送信を指示されると、メッセージ種別１８２Ｆをコンテンツの配信が停止された
ことを示す識別子である「５」とし、メッセージ情報１８２Ｈをコンテンツの配信が停止
されたことを示す情報とした通信パケット１８２（図６参照）を生成して、ネットワーク
通信手段１５１に与えて、ネットワーク１７０に送信させる。
【００９３】
　再生状況通知手段３６１は、携帯端末３３０より送られてきた再生状況リスト取得要求
に応じて、携帯端末３３０が取得した再生権情報で配信を受けることができるコンテンツ
の再生状況を示すリストである再生状況リストを生成して、この再生状況リストを携帯端
末３３０に通知する。例えば、再生状況通知手段３６１は、携帯端末３３０より送られて
きた再生状況リスト取得要求に含まれている携帯端末識別情報に対応する携帯端末識別情
報を有する再生状況情報を再生状況記憶手段１５９から取得し、取得した再生状況情報を
リスト化した再生状況リストを生成して、ネットワーク通信手段１５１を介して、携帯端
末３３０に送信する処理を行う。再生状況通知手段３６１は、再生状況リストを携帯端末
３３０に送信する際に、図２１に示すような通信パケット１８５を生成して、ネットワー
ク通信手段１５１に送り、ネットワーク通信手段１５１からネットワーク１７０に送信さ
せる。
　図２１に示すように、通信パケット１８５は、ＩＰヘッダ１８５Ａと、ＴＣＰヘッダ１
８５Ｂと、再生状況リスト通知の情報種別（例えば、「６」）１８５Ｃと、再生状況リス
ト１８５Ｅのデータ長１８５Ｄと、再生状況リスト１８５Ｅとを備える。ここで、再生状
況リスト１８５Ｅは、１ｂｙｔｅの再生状況情報数１８５Ｆと、再生状況情報領域１８５
Ｇとから構成される。再生状況情報数１８５Ｆは、値ｎ（ｎは、１以上の自然数）を示し
、値ｎで示される数の再生状況情報が、再生状況情報領域１８５Ｇ内に含まれる。
　再生状況情報領域１８５Ｇ内に含まれる各々の再生状況情報は、６ｂｙｔｅの携帯端末
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識別情報１８５Ｈと、６ｂｙｔｅの映像端末識別情報１８５Ｉと、４ｂｙｔｅのコンテン
ツ識別情報１８５Ｊと、１ｂｙｔｅの継続再生位置情報１８５Ｋと、１ｂｙｔｅの再生状
態１８５Ｌとを備える。
【００９４】
　なお、再生状況通知手段３６１は、携帯端末３３０より送られてきた再生状況リスト取
得要求に含まれている携帯端末識別情報に一致する携帯端末識別情報を有する再生状況情
報が再生状況記憶手段１５９に記憶されていない場合には、ネットワーク通信手段１５１
を介して、再生状況情報がサーバ３５０に存在しないことを携帯端末３３０に通知する。
【００９５】
　図２２は、実施の形態３における携帯端末３３０のコンテンツ配信停止処理を示すフロ
ーチャートである。なお、図２２のフローチャートは、入力手段１３３を用いて、ユーザ
が再生中のコンテンツの確認操作を行うことにより開始される。
　まず、再生状況リスト処理手段３３７は、ユーザが入力手段１３３を用いて、再生状況
リストの取得操作を行うと、ネットワーク通信手段１３１を介して、自身の携帯端末識別
情報を含む再生状況リスト取得要求をサーバ３５０に送信する（Ｓ７０）。
【００９６】
　次に、再生状況リスト処理手段３３７は、サーバ３５０より再生状況リストを取得した
か否かを確認する（Ｓ７１）。再生状況リストを取得していない場合（ステップＳ７１で
Ｎｏ）には、ステップＳ７２の処理に進み、再生状況リストを取得した場合（ステップＳ
７１でＹｅｓ）には、ステップＳ７３の処理に進む。
【００９７】
　ステップＳ７２では、再生状況リスト処理手段３３７は、サーバ３５０より再生状況情
報が存在しないことが通知されたか否かを確認する。再生状況情報が存在しないことが通
知されていない場合（Ｓ７２でＮｏ）には、ステップＳ７１の処理に戻り、再生状況情報
が存在しないことが通知されている場合（Ｓ７２でＹｅｓ）には、処理を終了する。
【００９８】
　ステップＳ７３では、再生状況リスト処理手段３３７は、取得した再生状況リストに、
再生中のコンテンツが存在するか否かを判断する。例えば、再生状況リスト処理手段３３
７は、図２１に示されている通信パケット１８５の再生状態１８５Ｌがコンテンツを再生
していることを示している再生状況情報が再生状況情報領域１８５Ｇに含まれている場合
には、取得した再生状況リストに、再生中のコンテンツが存在すると判断する。再生状況
リスト処理手段３３７は、再生中のコンテンツが存在しない場合（ステップＳ７３でＮｏ
）には、再生中のコンテンツが存在しない旨を示す画像の画像情報を生成し、表示手段１
３４に与え、表示手段１３４に当該画像を表示させ、コンテンツ配信停止処理を終了する
。一方、再生状況リスト処理手段３３７は、再生中のコンテンツが存在する場合（ステッ
プＳ７３でＹｅｓ）には、再生中のコンテンツをリスト化したリスト画像の画像情報を生
成し、表示手段１３４に与え、表示手段１３４にリスト画像を表示させる。そして、この
リスト画像において、入力手段１３３を介して、ユーザより停止するコンテンツの選択の
入力を受け付ける（Ｓ７４）。停止するコンテンツの選択入力が行われると、停止指示通
知手段３３８は、携帯端末３３０自身の携帯端末識別情報、選択されたコンテンツのコン
テンツ識別情報を含むコンテンツ停止指示通知の通信パケットを生成し、ネットワーク通
信手段１３１を介して、ネットワーク１７０に送信する処理を行う（Ｓ７５）。
【００９９】
　図２３は、携帯端末３３０から再生状況リスト取得要求を受信した際のサーバ３５０で
の応答処理を示すフローチャートである。
【０１００】
　まず、再生状況通知手段３６１は、ネットワーク通信手段１５１を介して、携帯端末３
３０より再生状況リスト取得要求を取得すると、再生状況記憶手段１５９に記憶されてい
る再生状況情報を確認し、再生状況リスト取得要求に含まれる携帯端末識別情報を含む再
生状況情報が存在するか否かを確認する（Ｓ８０）。再生状況通知手段３６１は、このよ
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うな再生状況情報が存在する場合（ステップＳ８０でＹｅｓ）には、ステップＳ８１の処
理に進み、このような再生状況情報が存在しない場合（ステップＳ８０でＮｏ）には、ス
テップＳ８２の処理に進む。
【０１０１】
　ステップＳ８１では、再生状況通知手段３６１は、ステップＳ８０で存在が確認された
再生状況情報をリスト化した再生状況リストの通信パケットを生成し、ネットワーク通信
手段１５１に与え、ネットワーク通信手段１５１からネットワーク１７０に送信させる（
Ｓ８１）。
【０１０２】
　ステップＳ８２では、再生状況通知手段３６１は、ネットワーク通信手段１５１を介し
て、再生状況リスト取得要求に含まれる携帯端末識別情報を含む再生状況情報がサーバ３
５０に存在しないことを携帯端末１３０に通知して、応答処理を終了する。
【０１０３】
　以上のように、実施の形態３によれば、携帯端末３３０のユーザが、携帯端末３３０自
身の携帯端末識別情報に対応する再生状況リストをサーバ１５０から取得することができ
、このような再生状況リストに基づいて、ユーザが自身の携帯端末３３０で管理する再生
権に対応するコンテンツについて、映像端末１１０での再生状況を確認することができる
。
　また、携帯端末３３０を所有するユーザは、取得した再生状況のリストに基づいて、再
生中のコンテンツの配信を停止させることができるため、携帯端末３３０を所有するユー
ザが意図しない映像端末１１０へのコンテンツの配信を停止することができ、当該ユーザ
が意図する映像端末１１０のみにコンテンツの再生を継続して行わせることができる。
【０１０４】
　以上に記載した実施の形態３は、実施の形態１に再生状況リストに関連する機能を追加
しているが、実施の形態２に再生状況リストに関連する機能を追加することもできる。
【０１０５】
　また、以上に記載した実施の形態３においては、携帯端末３３０のユーザが、入力手段
１３３を用いて、再生中のコンテンツの確認操作を行うことにより、携帯端末３３０は、
再生状況リストを取得するように構成されていたが、同じ再生権情報を用いて、複数の映
像端末１１０がコンテンツの配信を要求した場合（例えば、ある再生権に基づいてある映
像端末にコンテンツを配信中に、この再生権に基づいて他の映像端末から映像端末再生権
情報が送信されてきた場合）に、当該再生権情報で示される再生権の取得元である携帯端
末３３０に、サーバ３５０から再生状況リストを通知して、携帯端末３３０のユーザが、
コンテンツの配信を停止する映像端末１１０を選択できるように構成してもよい。
【０１０６】
　以上に記載した実施の形態１～３においては、携帯端末１３０、２３０、３３０を介し
て、サーバ１５０、３５０よりコンテンツの再生権を購入（取得）するようにしているが
、このような構成に限定されるものではなく、他の端末で購入（取得）した再生権に基づ
く再生権情報を、携帯端末１３０、２３０、３３０の再生権端末側記憶手段１３６に記憶
させるようにしてもよい。このような場合には、外付けのメモリーカード等の記憶媒体、
ネットワーク１７０等を介して、再生権情報を携帯端末１３０、２３０、３３０に記憶さ
せればよい。なお、記憶媒体を使用する場合には、図示してはいないが、携帯端末１３０
、２３０、３３０に、記憶媒体からの情報の読出し手段を設けておく。
【０１０７】
　以上に記載した実施の形態１～３では、サーバ１５０、２５０、３５０の認証手段１５
５は、上述した（１）～（３）の要件で、映像端末再生権情報の認証を行ったが、これら
の要件に限定されるものではなく、他の要件により、映像端末再生権情報の認証を行うこ
ともできる。また、（１）～（３）の全ての要件が満たされる場合ばかりでなく、これら
のいずれかの要件、又はこれらの要件の任意の組み合わせが満たされる場合に、認証が成
功したものと判断することもできる。
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【０１０８】
　また、以上に記載した実施の形態１～３では、サーバ１５０、２５０、３５０の認証手
段１５５は、映像端末１１０から取得した映像端末再生権情報に含まれる携帯端末識別情
報及びコンテンツ識別情報をともに有する再生権情報が、再生権サーバ側記憶手段１５３
に記憶されている場合に、（１）の要件を満たすと判断しているが、このような判断に限
定されるものではない。例えば、認証手段１５５は、映像端末１１０から取得した映像端
末再生権情報に含まれる携帯端末識別情報、コンテンツ識別情報及びサーバ識別情報のす
べてを有する再生権情報が、再生権サーバ側記憶手段１５３に記憶されている場合に、（
１）の要件を満たすと判断するようにしてもよい。
【符号の説明】
【０１０９】
　１００：コンテンツ配信システム、１１０，２１０：映像端末、１１１：ネットワーク
通信手段、１１２：受信手段、１１３：入力手段、１１４：表示手段、１１５：映像端末
識別情報記憶手段、１１６：映像端末再生権処理手段、１１７：映像端末再生権記憶手段
、１１８：映像端末再生権通知手段、１１９，２１９：再生制御手段、１２０，２２０：
再生状況通知手段、１２１：メッセージ端末側処理手段、１３０，３３０：携帯端末、１
３１：ネットワーク通信手段、１３２：送信手段、１３３：入力手段、１３４：表示手段
、１３５：再生権処理手段、１３６：再生権端末側記憶手段、３３７：再生状況リスト処
理手段、３３８：停止指示通知手段、１５０，２５０，３５０：サーバ、１５１：ネット
ワーク通信手段、１５２：再生権管理手段、１５３：再生権サーバ側記憶手段、１５４：
管理情報記憶手段、１５５：認証手段、１５６：コンテンツ記憶手段、１５７，２５７，
３５７：コンテンツ配信手段、１５８，２５８：再生状況管理手段、１５９：再生状況記
憶手段、１６０，３６０：メッセージサーバ側処理手段、３６１：再生状況記憶手段、１
７０：ネットワーク。

【図１】 【図２】



(27) JP 5729953 B2 2015.6.3

【図３】

【図４】

【図５】

【図６】

【図７】

【図８】

【図９】



(28) JP 5729953 B2 2015.6.3

【図１０】 【図１１】

【図１２】 【図１３】



(29) JP 5729953 B2 2015.6.3

【図１４】 【図１５】

【図１６】 【図１７】



(30) JP 5729953 B2 2015.6.3

【図１８】 【図１９】

【図２０】 【図２１】



(31) JP 5729953 B2 2015.6.3

【図２２】

【図２３】



(32) JP 5729953 B2 2015.6.3

10

20

フロントページの続き

    審査官  鍬　利孝

(56)参考文献  特開２００７－１９５１４９（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２０１０－０２８７９１（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００９－２１７３７０（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００３－１７４６３６（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２０１０－０４０１２４（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００６－１３５８４６（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００８－１２４６０１（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００９－２９０３９７（ＪＰ，Ａ）　　　
              国際公開第２００５／０５７９２８（ＷＯ，Ａ１）　　
              特開２００６－１２８９７１（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｈ０４Ｎ　　　５／３８－５／４６
              Ｈ０４Ｎ　　　５／７６－５／７７５，５／８０－５／９５６
              Ｈ０４Ｎ　　　７／１０，７／１４－７／１７３，７／２０－７／２２
              Ｈ０４Ｎ　　２１／００－２１／８５８


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

